
※新型コロナウイルス感染症による災害を除く

（令和７年 11月 10 日現在速報値） 

 

 

 

 

 令和７年１月～10 月労働災害発生状況 

 
大河原労働基準監督署管内 宮城労働局管内 

R6 R7 前年比 R6 R7 前年比 

製造業 計 39 39  0 345 317  ‐28  

食 料 品 製 造 業 12 18 6 156 143 ‐13 

機械金属製造業   14 10 ‐4 95 81 -14 

建設業 計 16 24 8 204(3) 220（2） 16(‐1) 

土 木 工 事 業 7 9 2 62(2) 59（1） -3(‐1) 

建 築 工 事 業 7 7 0 109 102（1） -7(1) 

その他の建設業 2 8 6 33(1) 59 26(‐1) 

運輸交通業 計 11 4 -7 265（1） 263 ‐2(-1) 

道路貨物運送業 9 3 -6 234  231 -3 

商 業 20 25 5 324  364 40 

社会福祉施設 6 6  0 183   175 -8 

全 産 業  129 142  13 
 

1821(11) 
 

  1876(6) 55(-5) 

 

 

令和７年の大河原労働基準監督署管内における労働災害（休業４日以上）は、１月から３月まで 

の間に転倒災害が多発（令和 6 年 15 件→令和７年 29 件）する等した関係上、前年同時期（10 月 

末日現在）と比較すると 10.1％も増加しております。 

転倒災害が多発する時季がやってきましたので、裏面に転倒災害防止対策に関する記事を掲載す 

ることにしました。労働災害の更なる減少を図りましょう❕ 
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※１ 休業４日以上の死傷労働災害（労働者死傷病報告による）の数値。前年比は死傷者数（人）、（ ）は内数で死亡者数。 

※２ 機械金属製造業は、鉄鋼業・非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械等製造業の合計。 

 

               

 

年末年始は、日没時間の早まりによる視界不良、積雪や凍結

等による作業環境の悪化に加えて、心理的にも慌ただしくなる

時季となり、転倒災害のみならず、様々な災害の発生リスクが

高くなる時期となります。また、多くの事業場において業務繁

忙期となるため、労働時間管理や健康管理への配慮も一層重要

となります。このようなことから、いつにも増して安全衛生活

動に力を入れる必要があると思われますので、令和７年度「宮 

城年末年始労働災害防止強化運動」実施要綱に基づく取組を行 

っていただきますようお願い申し上げます。 

 

実施要綱は、こちら→  



 
 

発行：大河原労働基準監督署 
（TEL0224-53-2154） 
柴田郡大河原町字新東 24-25 
労働条件や安全衛生の確保・改善、労災補償等に

ついてご不明な点やお悩みのことがあれば、お気軽
にご相談ください。 
労働条件関係は監督係、労働災害防止・健康確保

対策関係は安全衛生係、労働保険料・労災保険関係
は労災係までお願いします。 

〇転倒災害の防止について 

 転倒災害は、性別を問わず 50歳以上を中心に発生しており、特に女性は注意が必要です。大河原労働 

基準監督署管内の令和 6 年の状況を例にとりますと、すべての労働災害（休業 4 日以上）のうち、被災 

者が 50 歳以上である割合は 53％ですが、転倒災害では 72％を占めています。また、すべての労働災 

害（休業 4 日以上）のうち、被災者が女性である割合は 40％ですが、転倒災害では 70％を占めていま 

す。下記のリーフレットを参考にする等して転倒災害の防止に努めましょう。 

 

 

〇年次有給休暇の取得促進ついて 

年末年始は、まとまった休暇を取得する良い機会です。年次有給休暇を上手に活用し、心身の状態及

び仕事の効率アップにつなげましょう。 

 

下のリーフレットの QRコードを読み取ることができない場合には、 

←こちらをご利用ください。 


